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鎮
守
の
縁
起

―
上
野
国
那
波
郡
上
之
宮
村
倭
文
神
社
の
場
合
―

時

枝

　

務

は
じ
め
に

　

鎮
守
は
、
日
本
の
地
域
社
会
の
象
徴
で
あ
り
、
郷
党
に
お
け
る
心

の
拠
り
所
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。
鎮
守
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
視
点
か
ら
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

と
り
わ
け
、
歴
史
学
か
ら
は
宮
座
や
氏
子
組
織
、
あ
る
い
は
神
社
合

祀
な
ど
、
民
俗
学
か
ら
は
神
事
や
祭
礼
、
あ
る
い
は
特
色
あ
る
芸
能

な
ど
に
つ
い
て
、
膨
大
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
多
く
の
研
究
者

が
、
鎮
守
を
通
し
て
地
域
社
会
の
あ
り
方
を
照
射
し
、
鎮
守
を
軸
に

歴
史
を
紡
ご
う
と
努
力
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
鎮
守
の
縁
起
に
つ
い
て
は
、
歴
史

学
や
民
俗
学
で
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
国
文
学
の
分
野

で
社
寺
縁
起
研
究
の
一
環
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
当
然
、
諸
本

の
比
較
や
内
容
の
言
説
分
析
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
、
説
話
研
究
に

興
味
深
い
基
礎
資
料
を
提
供
し
て
き
た
。

　

国
文
学
の
縁
起
研
究
は
、
伝
来
し
た
鎮
守
か
ら
一
端
切
り
離
し
て

検
討
し
、
縁
起
独
自
の
文
学
世
界
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に

大
事
な
研
究
で
は
あ
る
が
、
地
域
社
会
と
の
関
係
を
検
討
す
る
う
え

で
は
十
分
な
方
法
と
は
い
え
な
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
同
じ
鎮
守
に
伝
来
し
た
三
本
の
縁
起
を
、

時
系
列
に
沿
っ
て
検
討
し
、
縁
起
か
ら
地
域
社
会
に
お
け
る
鎮
守
の

歴
史
を
探
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、
近
世
の
上
野
国
那
波
郡
上
之
宮
村
、
現
在
の
群
馬

県
伊
勢
崎
市
上
之
宮
町
に
鎮
座
す
る
倭
文
神
社
を
事
例
と
し
て
取
り

上
げ
、
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
と
思
う
。

一
、
鎮
守
倭
文
神
社

　

検
討
に
先
立
ち
、
倭
文
神
社
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
、
ご
く
簡

単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

倭
文
神
社
は
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
八
月
十
七
日
に
正
六
位
上
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に
列
せ
ら
れ
、
同
月
二
十
日
に
従
五
位
下
に
昇
格
し
た
委
文
神
社
に

比
定
さ
れ
る
古
社（

（
（

で
、
那
波
郡
を
代
表
す
る
式
内
社
で
あ
る
。「
上

野
国
交
替
実
録
帳
」
に
は
、
正
三
位
委
文
明
神
社
と
記
さ
れ
、
向
殿

一
宇
・
間
垣
一
廻
・
鳥
居
一
基
が
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る（

（
（

。
中
世
に

は
、
上
野
国
十
二
社
の
一
社
と
し
て
信
仰
さ
れ
、『
神
道
集
』
に
み

え
る
九
宮
が
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。
近
世
に
は
、
慶
安
元
年

（
一
六
四
八
）
九
月
十
七
日
に
朱
印
地
十
石
を
与
え
ら
れ
、
別
当
寺
で

あ
っ
た
新
義
真
言
宗
慈
眼
寺
の
管
理
下
に
置
か
れ
た（

（
（

。
近
代
に
は
、

慈
眼
寺
は
別
当
職
を
廃
さ
れ
、
新
た
に
神
職
が
置
か
れ
た
。
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
に
郷
社
と
な
り
、
明
治
十
年
に
は
付
近
に
あ
っ
た

維
持
方
法
確
立
の
見
込
み
の
な
い
小
祠
で
あ
っ
た
八
坂
神
社
・
天
満

宮
・
十
二
山
神
社
・
諏
訪
神
社
・
熊
野
神
社
・
若
宮
八
幡
社
・
富
士

神
社
・
東
野
神
社
・
神
明
社
・
久
須
支
社
・
白
山
神
社
な
ど
、
明
治

四
十
一
年
に
は
境
内
末
社
の
山
神
社
・
八
坂
神
社
・
天
神
社
・
蚕
影

神
社
・
稲
荷
神
社
・
石
神
井
社
・
八
幡
宮
と
字
稲
荷
北
に
鎮
座
し
て

い
た
稲
荷
神
社
と
そ
の
末
社
、
さ
ら
に
宮
古
村
の
村
社
八
幡
宮
と
そ

の
末
社
が
倭
文
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
倭
文
神
社
は
、

明
治
四
十
四
年
、
神
饌
幣
帛
料
供
進
社
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
に
は
、
字
東
原
に
鎮
座
し
て
い
た
白
山

神
社
が
合
祀
さ
れ
た
が
、
書
類
上
は
明
治
五
年
に
合
祀
さ
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
た
小
祠
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
名
実
と
も
に
合
祀
と

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

祭
神
は
、
天
羽
槌
雄
命
で
、
天
羽
雷
命
・
健
羽
雷
命
・
綺
日
安
命

と
す
る
異
説
も
あ
る
。
伝
承
で
は
、
機
織
の
神
と
も
養
蚕
の
神
と
も

い
わ
れ
、
女
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
之
宮
町
で
は
張

子
の
ダ
ル
マ
を
買
う
こ
と
を
忌
む
が
、
ダ
ル
マ
が
娼
婦
の
隠
語
で
あ

る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

　

社
宝
に
は
、
縁
起
書
、『
古
語
拾
遺
言
餘
集
』・『
神
社
啓
蒙
』・

『
沙
石
集
』
な
ど
の
典
籍
類
、
棟
札
、
銅
鏡
、
霊
石
、
横
笛
・
鼓
・

面
な
ど
の
神
楽
用
具
が
あ
る
。
ま
た
、
拝
殿
な
ど
に
は
多
数
の
絵
馬

が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
境
内
の
景
観
、
養
蚕
祝
、
上
野
国
十
二
社
な

ど
を
描
い
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　

境
内
に
は
、
本
殿
・
拝
殿
・
神
楽
殿
・
社
務
所
が
あ
る
ほ
か
、
本

殿
の
背
後
な
ど
に
多
く
の
末
社
が
祀
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
大
部
分
は
、
神

社
整
理
に
際
し
て
、
村
内
各
所
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

神
職
は
、
近
代
に
な
っ
て
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
明
治
十

一
年
に
上
之
宮
の
那
波
筑
波
が
祠
官
に
就
任
し
て
以
来
、
須
田
新

八
・
細
野
喜
久
・
根
岸
良
吉
と
い
ず
れ
も
上
之
宮
の
住
人
が
勤
め
、

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
第
二
社
務
所
が
建
設
さ
れ
、
細
野
氏
以

後
は
そ
こ
に
住
ん
だ
。
戦
後
、
村
外
の
神
職
が
兼
務
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
ま
で
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
神
職
は
、
倭
文
神

社
の
祭
祀
を
司
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
お
こ

な
っ
た
。
須
田
新
八
は
、
本
来
農
民
で
あ
っ
た
が
、
社
司
の
資
格
を

取
り
、
信
胤
と
号
し
た
。
地
鎮
祭
や
祓
え
の
ほ
か
、
筮
竹
や
算
木
を
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使
用
し
た
占
い
も
お
こ
な
い
、
失
せ
物
探
し
な
ど
の
依
頼
に
応
え
て

い
た
。
ま
た
、
版
木
を
自
ら
製
作
し
、「
田
遊
祭
」「
蚕
倍
盛
」「
塞

神
」「
歓
喜
天
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
御
札
を
頒
布
し
た
こ
と
が
、
須

田
家
の
版
木
か
ら
知
ら
れ
る
。

　

倭
文
神
社
の
氏
子
は
、
上
之
宮
町
の
全
戸
約
二
三
〇
戸
で
、
住
め

ば
鎮
守
の
氏
子
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
、
実
際
に
は
新
宗

教
に
加
入
し
て
い
る
数
軒
の
家
が
氏
子
と
し
て
の
付
き
合
い
を
お
こ

な
っ
て
お
ら
ず
、
建
前
と
異
な
る
。
氏
子
は
、
祭
典
費
を
負
担
し
、

年
番
で
回
る
当
番
を
務
め
る
。
祭
典
費
は
、
各
戸
白
米
四
合
、
も
し

く
は
代
金
を
年
番
長
が
徴
収
す
る
。
同
時
に
、
神
職
に
支
給
す
る
玄

米
二
升
、
も
し
く
は
代
金
も
集
め
る
。
祭
典
費
は
、
神
社
総
代
の
会

計
が
管
理
し
、
祭
典
に
際
し
て
支
出
す
る
。

　

氏
子
の
代
表
と
し
て
神
社
総
代
（
氏
子
総
代
）
が
置
か
れ
て
い
る
。

祭
典
の
世
話
や
神
社
の
維
持
・
管
理
を
担
う
役
職
で
あ
る
。
三
年
任

期
で
、
東
原
・
西
原
・
前
原
の
三
原
、
本
郷
、
西
上
之
宮
・
新
井
、

河
原
・
宮
柴
・
川
端
の
四
つ
の
組
か
ら
一
人
ず
つ
、
計
四
人
を
選
出

す
る
。
選
出
方
法
は
、
組
か
ら
の
推
薦
で
、
各
組
で
寄
合
の
機
会
な

ど
を
利
用
し
て
決
定
す
る
。
重
任
は
妨
げ
な
い
が
、
た
と
え
ば
三
原

で
は
、
東
原
の
次
は
西
原
、
そ
の
次
は
前
原
と
い
う
よ
う
に
、
順
番

が
決
ま
っ
て
お
り
、
重
任
し
な
い
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
な
お
、

現
在
は
四
人
で
あ
る
が
、
昭
和
三
年
の
石
碑
の
銘
文
に
は
、
氏
子
総

代
が
五
人
記
名
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
五
人
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
戦
後
、
一
名
減
員
し
た
可
能
性
が
高
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
ま
た
、
神
社
総
代
の
う
ち
か
ら
会
長
（
大
総
代
）
と
会
計
、
各

一
名
を
選
出
す
る
。

　

鎮
守
の
祭
り
は
、
神
社
総
代
も
関
わ
る
が
、
実
質
的
に
は
年
番
が

中
心
に
な
っ
て
お
こ
な
う
。
年
番
は
、
当
番
と
も
い
い
、
隣
保
班
か

ら
一
人
ず
つ
、
計
二
一
人
を
選
出
す
る
。
束
田
利
政
「
倭
文
神
社
歳

事
録
」（
稿
本
）
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
二
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
大

正
十
二
年
に
白
山
神
社
が
合
祀
さ
れ
た
折
、
二
一
人
に
増
員
さ
れ
た

と
い
う
。
昭
和
四
十
九
年
に
は
一
九
人
に
減
員
と
な
っ
た
が
、
定
着

す
る
こ
と
な
く
、
二
一
人
に
復
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
年
番
は
、

一
年
任
期
で
順
番
に
出
る
が
、
本
郷
と
そ
の
ほ
か
の
地
区
で
は
選
出

方
法
が
異
な
る
。
本
郷
以
外
の
地
区
で
は
、
隣
保
班
を
単
位
に
家
順

に
回
り
、
次
の
隣
保
班
に
引
継
ぐ
。
家
順
は
、
ほ
ぼ
固
定
し
て
お
り
、

連
鎖
組
織
を
な
し
て
い
る
。
本
郷
で
は
、
隣
保
班
と
は
別
に
、
年
番

の
た
め
の
家
順
が
固
定
し
て
お
り
、
連
鎖
組
織
と
な
っ
て
い
る
。
年

番
の
う
ち
、
三
原
・
本
郷
、
西
上
之
宮
・
新
井
、
河
原
・
宮
柴
の
各

組
か
ら
、
年
番
長
を
一
人
ず
つ
選
出
す
る
。
ま
た
、
田
遊
祭
役
割
と

し
て
、
竿
四
人
・
長
持
二
人
・
太
鼓
持
二
人
・
太
鼓
一
人
を
選
出
す

る
が
、
こ
れ
ら
は
毎
年
一
月
一
日
の
歳
旦
祭
の
時
に
抽
選
で
決
定
す

る
。
祈
年
祭
・
春
季
祭
・
秋
季
祭
・
臨
時
祭
に
つ
い
て
は
、
歳
旦
祭

の
時
に
、
三
原
、
本
郷
、
西
上
之
宮
・
新
井
、
河
原
・
宮
柴
・
川
端

の
四
つ
の
組
の
年
番
長
が
籤
を
引
き
、
そ
の
年
の
祭
り
ご
と
の
赤
飯
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餅
搗
当
番
が
決
定
す
る
。

　

祭
り
は
、
歳
旦
祭
が
一
月
一
日
、
田
遊
祭
が
一
月
十
四
日
、
祈
年

祭
が
二
月
十
八
日
、
春
季
祭
が
四
月
十
六
日
、
秋
季
祭
が
十
月
十
七

日
で
、
ほ
か
に
臨
時
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

歳
旦
祭
は
、
前
日
に
年
番
が
、
拝
殿
に
笹
竹
を
飾
る
が
、
最
近
で

は
一
夜
飾
り
を
避
け
て
三
十
日
に
飾
る
年
も
あ
る
。
昭
和
五
十
三
年

以
来
、
神
社
総
代
は
、
初
詣
の
人
に
甘
酒
を
振
舞
う
よ
う
に
な
っ
た
。

一
日
の
朝
八
時
三
〇
分
に
、
神
社
総
代
・
年
番
は
社
務
所
に
集
合
し
、

神
社
総
代
は
供
物
を
供
え
、
年
番
は
境
内
を
掃
除
す
る
。
や
が
て
神

職
が
到
着
し
、
十
時
頃
か
ら
神
事
が
始
ま
る
。
区
長
ら
町
内
の
役
職

者
や
来
賓
臨
席
の
下
、
祝
詞
奏
上
な
ど
が
実
修
さ
れ
た
後
、
直
会
と

な
る
。
翌
日
、
神
社
総
代
は
社
務
所
へ
行
き
、
直
会
の
後
片
付
け
を

お
こ
な
う
と
と
も
に
、
氏
子
か
ら
集
め
た
米
を
、
田
遊
祭
・
祈
年

祭
・
春
季
祭
・
秋
季
祭
・
臨
時
祭
の
五
回
分
に
わ
け
て
、
紙
袋
に
詰

め
る
。
そ
の
紙
袋
は
社
務
所
に
保
管
す
る
。

　

田
遊
祭
の
日
は
、
神
社
総
代
・
年
番
は
、
朝
八
時
三
〇
分
頃
に
集

合
し
、
境
内
掃
除
の
後
、
年
番
を
中
心
に
注
連
縄
作
り
を
お
こ
な
う
。

太
い
縄
を
三
本
作
り
、
神
職
が
持
参
し
た
幣
を
垂
ら
し
て
、
注
連
縄

を
完
成
す
る
。
そ
れ
を
、
暮
れ
に
飾
り
つ
け
た
笹
竹
を
は
ず
し
た
後
、

拝
殿
に
二
本
、
鳥
居
に
一
本
を
張
る
。
取
り
外
し
た
笹
竹
は
、
や
は

り
幣
を
つ
け
て
、
鳥
居
に
立
て
か
け
て
置
く
。
午
後
に
な
る
と
、
各

戸
か
ら
切
餅
五
枚
・
オ
サ
ゴ
一
～
二
合
・
賽
銭
を
集
め
た
も
の
を
組

ご
と
に
ま
と
め
て
、
重
箱
に
容
れ
、
年
番
長
が
社
務
所
に
届
け
る
。

受
付
で
は
、
空
に
な
っ
た
重
箱
に
、
お
札
と
オ
ミ
ゴ
ク
（
各
戸
餅
一

枚
）
を
戸
数
分
容
れ
て
返
す
。
そ
れ
ら
は
、
年
番
長
を
通
じ
て
、
各

戸
に
配
布
さ
れ
る
。
夕
刻
、
神
社
総
代
が
中
心
に
な
っ
て
、
御
神
歌

の
練
習
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
田
遊
は
、
近
年
ま
で
午
後
八
時
頃
か
ら

始
め
ら
れ
た
と
い
う
が
、
現
在
は
午
後
六
時
頃
か
ら
開
始
さ
れ
る
。

笹
振
り
四
人
・
長
持
二
人
・
太
鼓
持
二
人
・
太
鼓
一
人
は
白
丁
を
着

る
。
か
つ
て
は
、
思
い
思
い
の
服
装
で
構
わ
な
か
っ
た
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
放
送
に
出
演
し
て
以
来
白
丁
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
同
参
列
の
下
、

神
職
に
よ
る
祝
詞
奏
上
が
厳
修
さ
れ
る
が
、
終
わ
る
と
神
職
・
区

長
・
神
社
総
代
の
う
ち
二
人
を
残
し
て
退
出
す
る
。
区
長
・
神
社
総

代
は
、
手
に
提
灯
を
持
ち
、
拝
殿
に
控
え
る
。
副
区
長
と
残
り
の
神

社
総
代
二
人
は
、
鳥
居
の
下
に
提
灯
を
持
っ
て
並
び
、
そ
の
背
後
に

笹
振
り
・
長
持
・
太
鼓
持
・
太
鼓
の
順
に
整
列
す
る
。
拝
殿
の
神
社

総
代
が
提
灯
を
回
し
て
合
図
す
る
と
、
鳥
居
の
メ
ン
バ
ー
が
太
鼓
に

合
わ
せ
て
御
神
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
前
進
す
る
。
拝
殿
の
内
部
に
笹

竹
を
入
れ
、
左
の
笹
竹
か
ら
順
に
、
神
職
が
お
祓
い
を
す
る
。
御
神

歌
が
終
わ
る
と
、
神
職
が
、
切
餅
二
切
れ
を
長
持
の
蓋
の
穴
か
ら
中

に
入
れ
る
。
無
言
の
ま
ま
右
回
り
に
鳥
居
の
外
へ
戻
り
、
再
度
提
灯

の
合
図
が
あ
る
と
、
笹
竹
を
左
右
に
振
り
つ
つ
進
む
。
同
じ
動
作
を

三
回
繰
り
返
す
。
終
了
後
、
区
長
・
副
区
長
・
神
職
・
笹
振
り
・
太

鼓
持
・
太
鼓
・
長
持
の
順
に
整
列
し
、
神
社
総
代
・
年
番
長
も
加
わ
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り
、
村
内
の
お
練
に
出
発
す
る
。
お
練
か
ら
帰
る
と
、
出
発
前
と
同

様
な
所
作
を
三
回
繰
り
返
し
、
三
度
目
の
笹
振
り
が
鳥
居
に
戻
る
直

前
に
、
大
勢
の
村
人
が
笹
竹
に
飛
び
つ
い
て
奪
い
合
う
。
こ
の
竹
で

養
蚕
の
掃
き
立
て
に
用
い
る
箸
を
作
る
と
、
蚕
が
当
た
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
の
で
、
奪
い
合
い
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
田
遊
び
神
事

が
終
え
る
と
、
社
務
所
で
直
会
と
な
り
、
参
詣
者
に
は
お
汁
粉
が
振

舞
わ
れ
る
。

　

祈
年
祭
は
、
朝
九
時
頃
に
神
社
総
代
と
年
番
が
集
ま
っ
て
、
境
内

を
掃
除
し
、
末
社
に
注
連
縄
を
付
け
る
。
十
時
頃
、
神
職
が
祝
詞
を

奏
上
し
、
神
社
総
代
・
年
番
・
区
長
・
副
区
長
ら
が
玉
串
を
奉
奠
す

る
。
近
年
は
、
そ
の
年
に
小
中
学
校
へ
進
学
す
る
子
ど
も
の
祈
願
を

お
こ
な
い
、
祭
り
終
了
後
に
お
守
り
・
文
房
具
・
菓
子
な
ど
を
配
る
。

昔
は
神
楽
を
奉
納
し
た
。

　

春
季
祭
は
、
朝
八
時
に
神
社
総
代
・
年
番
が
集
合
し
、
幟
を
立
て
、

拝
殿
・
神
楽
殿
に
紅
白
の
幕
を
張
る
な
ど
の
準
備
を
す
る
。
十
一
時

に
、
拝
殿
の
東
側
に
神
職
・
神
社
総
代
・
年
番
、
西
側
に
議
員
・
伊

勢
崎
織
物
工
業
組
合
関
係
者
ら
来
賓
が
着
座
し
、
神
職
が
祝
詞
を
奏

上
し
、
一
同
玉
串
を
奉
奠
す
る
。
退
出
し
て
、
社
務
所
で
直
会
と
な

る
が
、
昔
は
神
楽
を
奉
納
し
、
芸
人
を
招
い
て
余
興
を
演
じ
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
近
年
ま
で
、
露
天
商
が
出
て
、
多
く
の
参
詣
者
で
賑

わ
っ
た
。

　

秋
季
祭
は
、
朝
八
時
半
頃
に
神
社
総
代
・
年
番
が
集
ま
り
、
祭
り

の
準
備
を
す
る
。
十
一
時
頃
、
神
職
が
祝
詞
を
奏
上
し
、
一
同
参
列

す
る
。
式
が
終
了
す
る
と
、
社
務
所
で
直
会
と
な
る
。
翌
日
、
神
社

総
代
は
社
務
所
に
集
ま
り
、
そ
の
年
の
会
計
の
決
算
を
お
こ
な
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
倭
文
神
社
は
、
地
域
の
人
々
に
支
え
ら
れ
な
が
ら

維
持
さ
れ
、
地
域
生
活
に
密
着
し
た
祭
り
や
信
仰
が
生
き
て
お
り
、

典
型
的
な
鎮
守
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

二
、
縁
起
の
翻
刻
と
解
説

　

そ
れ
で
は
、
倭
文
神
社
の
縁
起
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
縁
起
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
近
世
の
も
の
が
一
種
、
近
代
の
も

の
が
二
種
、
計
三
種
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
本
文

を
示
し
た
後
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
。

　

ま
ず
は
、
長
文
で
は
あ
る
が
、
近
世
の
縁
起
を
紹
介
し
よ
う
。

史
料
一　

倭
文
大
明
神
之
縁
起
（
巻
子
本
・
倭
文
神
社
蔵
）

　
　
　
　

倭
文
大
明
神
之
由
序

神
書
之
序
曰
、
古
天
地
未
タ
剖
レ
陰
陽
不
別
レ
渾
沌
タ
ル
コ
ト

如
鶏
子
、
溟
リ
涬
テ
含
リ
牙
ヲ
、
及
テ
其
清
ミ
陽
ナ
ル
者
ハ
薄

靡
而
為
天
ト
、
重
ナ
リ
濁
レ
ル
者
ハ
淹
滞
テ
而
為
地
ト
、
精
妙

之
合
ル
ハ
搏
易
ク
、
重
ク
濁
レ
ル
カ
之
凝
ハ
場
難
タ
シ
、
故
ニ

天
先
ツ
成
リ
地
後
定
マ
ル
、
然
〆
後
ニ
神
聖
生
ス
其
中
ニ
焉
、

故
曰
開
闢
ノ
之
初
ハ
洌
壌
浮
レ
漂
ヘ
ル
コ
ト
譬
ハ
猶
シ
游
魚
之

浮
カ
水
ノ
上
ニ
也
、
于
時
天
地
ノ
中
ニ
生
一
物
ト
、
状
如
シ
葦
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芽
ノ
、
便
チ
化
為
神
ト
、
號
ス
國
常
立
ノ
尊
ト
矣

　
　
　

天
神
七
代

國
常
立
ノ
尊
天
神
七

代
之
始	

國
狭
槌
ノ
尊
同　

二
代

豊
斟
渟
尊
同
三
代	

泥
土
煮
ノ
尊
―
男
／

大
戸
道
尊
男	

沙
土
煮
ノ
尊
―
女
＼
同
四
代

　
　
　
　
　

同
五
代

大
戸
邊
尊
女　
　
　

 
面
足
ノ
尊
―
男	

／

伊
弉
諾
尊
男　
　
　

 

惶
根
尊
―
女　

＼
同
六
代

　
　
　
　
　

同
七
代

伊
弉
冊
尊
女

　
　
　

地
神
五
代

天
照
大
神
地
神
五

代
之
始	

忍
穂
耳
ノ
尊
同
二
代

瓊
瓊
杵
尊
此
尊
ノ
時
倭
文
ノ

由
起
ル
、
同
三
代	

彦
火
火
出
見
ノ
尊
龍
宮
参
向
ノ

神
、
同
四
代

鸕
鷀
草
葺
不
合
ノ
尊

右
天
神
七
代
之
従
始
地
神
五
代
ノ
終
迄
之
神
世
一
百
七
十
九
萬

二
千
九
百
七
十
餘
歳
也
元
亨
釈
書

ニ
見
タ
リ

　
　
　
　

倭
文
大
明
神
之
縁
起

上
野
國
那
波
之
郡
上
ノ
宮
村
倭
文
大
明
神
者
、
日
本
記
神
代
曰

下
巻

取
意
、
天
照
太
（
マ
マ
）神
地
神
五

代
之
始
御
子
忍
穂
耳
ノ
尊
娶
テ
高
皇
産
霊
尊
ノ
之

女
栲
幡
姫
ヲ
生
瓊
瓊
杵
ノ
尊
ヲ
、
皇
祖
高
皇
産
霊
尊
之
為
メ
御

籌
略
ト
、
欲
ス
立
テ
ゝ
皇
孫
天
津
彦
火
瓊
瓊
杵
ノ
尊
ヲ
以
為
ト

葦
原
中
津
國
之
主
ト
ゝ
然
レ
ト
モ
彼
ノ
地
多
有
リ
蛍
火
ノ
光
神

及
蠅
聲
邪
キ
神
、
復
有
草
木
能
ク
言
語
コ
ト
、
故
ニ
為
ニ
退
除

ノ
、
使
ト
モ
穂
日
ノ
尊
天
稚
彦
命
ヲ
功
未
タ
成
ラ
、
亦
使
セ
ハ

經
津
主
ノ
神
ヲ
者
、
諸
ノ
不
順
鬼
神
大
概
ハ
者
服
ス
レ
共
不
服

有
邪
神
、
星
ノ
神
香
香
背
男
耳
、
此
故
ニ
遣
建
葉
槌
之
尊
倭
文

神
ヲ
者
、
則
皆
平
ケ
服
シ
ヌ
、
依
之
神
孫
成
玉
フ
葦
原
ノ
中
津

國
ノ
王
ト
云
々
、
其
時
其
時
者
地
神
三
代
ニ
欲
立
瓊
瓊
杵
ノ
尊

ヲ
為
悪
魔
降
伏
降
臨
シ
給
イ
シ
時
也

、
此
ノ
地
ニ

此
地
ト
者
和
名
類
聚
ニ
テ
名
ヲ
那
波
郡
ヲ
七

分
ケ
其
ノ
一
倭
文
ノ
庄
ト
所
謂
垂
跡
之
地
也
降
臨
シ
給
シ
跡
ヲ
、
云
建
葉
槌
尊

倭
文
神
ト
、
従
然
以
往
至
于
今
及
三
十
一
萬
歳
和
漢
合
圖
ニ

見
ヘ
タ
リ

、
夫
神

者
天
地
萬
物
之
霊
宗
也
、
故
ニ
謂
陰
陽
不
測
ト
、
道
ト
者
一
切

万
行
之
起
源
也
、
故
ニ
謂
フ
道
ハ
非
ト
常
ノ
道
ニ
、
惣
而
器
界

生
界
有
心
無
心
有
気
無
気
莫
シ
非
ル
コ
ト
吾
カ
神
道
ニ
、
故
ニ

神
書
ニ
曰
天
地
之
心
是
レ
神
也
、
諸
佛
之
心
是
レ
神
也
、
鬼
畜

之
心
是
レ
神
也
、
草
木
之
心
是
レ
神
也
ト
、
是
ノ
故
ニ
従
リ
神

武
天
皇
仁
王
之

始
也

以
来
百
餘
代
至
マ
テ
于
今
ニ
、
自
リ
王
侯
以
下
至

マ
テ
士
庶
人
ニ
莫
不
ス
ト
云
コ
ト
、
尊
信
此
神
ヲ
、
夫
神
道
ニ

有
リ
三
種
、
一
ニ
ハ
元
本
宗
源
、
二
ハ
本
跡
縁
起
、
三
ハ
両
部

習
合
之
神
道
也
、
初
ニ
元
本
宗
源
之
神
道
ト
者
明
シ
陰
陽
不
測

之
元
元
ヲ
、
本
ハ
者
明
ス
一
念
末
生
之
本
本
ヲ
、
故
ニ
頌
曰
、

〆
元
ヲ
入
元
ノ
初
ニ
本
ト
〆
本
ヲ
任
ス
本
ノ
心
ニ
、
宗
源
ト
者

宗
ハ
明
ス
一
気
未
分
之
元
神
ヲ
、
故
ニ
皈
ス
萬
法
純
一
之
元
初

ニ
、
是
ヲ
云
宗
ト
、
源
ト
者
明
シ
和
光
同
塵
之
神
化
ヲ
、
開
ク

一
切
利
物
之
本
基
ヲ
、
是
云
源
ト
、
故
ニ
頌
曰
、
宗
ハ
萬
法
帰
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ス
一
ニ
、
源
ハ
諸
縁
開
ク
基
ヲ
也
、
二
ニ
本
跡
縁
起
ト
者
、
某

ノ
宮
某
ノ
社
化
現
降
臨
勧
請
〆
ヨ
リ
以
来
、
就
テ
縁
起
之
由
緒

ニ
搆
ヘ
一
社
之
秘
傳
ヲ
、
以
テ
口
決
之
相
承
ヲ
稱
ス
累
世
之
祠

官
ト
、
将
又
修
メ
ハ
本
地
之
法
味
ヲ
准
ヘ
内
清
浄
之
理
教
ニ
、

捧
テ
ハ
祭
祀
ノ
禮
奠
ヲ
備
フ
外
清
浄
之
儀
式
ニ
、
是
ヲ
云
本
跡

縁
起
ノ
神
道
ト
、
三
ニ
ハ
両
部
習
合
ト
者
以
テ
金
胎
両
界
ヲ
習

フ
内
外
二
宮
ト
、
以
テ
諸
尊
ヲ
合
ス
諸
神
ニ
、
故
ニ
云
フ
両
部

習
合
神
道
ト
、
三
種
之
神
道
皆
以
テ
不
出
佛
法
ヲ
、
吾
朝
ニ
佛

法
渡
ル
事
ハ
仁
王
卅

（
二
十
九
）代
欽
明
天
皇
御
宇
ニ
佛
像
始
而
来
朝
ス
、

然
ト
モ
未
タ
信
用
セ
、
第
卅
四（

三
）代
推
古
天
皇
之
朝
上
宮
太
子
密

奏
〆
ノ
言
ハ
ク
、
吾
日
本
ハ
生
シ
種
子
ヲ
、
震
旦
ハ
現
ス
枝
葉

ヲ
、
天
竺
ハ
開
ク
華
實
ヲ
、
故
ニ
佛
教
ハ
者
為
リ
万
法
之
華
實
、

儒
教
ハ
者
為
万
法
ノ
枝
葉
、
神
道
ハ
者
為
リ
万
法
之
根
本
、
彼

ノ
二
教
ハ
者
皆
是
レ
神
道
之
分
化
也
、
以
枝
葉
華
實
ヲ
顕
其
ノ

根
源
ヲ
華
落
テ
帰
ス
根
ニ
、
故
ニ
今
此
ノ
佛
法
東
漸
ス
吾
カ
國

ニ
、
為
ナ
リ
明
ン
カ
三
國
之
根
本
タ
ル
コ
ト
、
自
爾
以
来
ヲ
流

布
于
此
ニ
矣
、
以

上
奏
言
、
亦
仁
王
四
十
五
代
聖
武
皇
帝
雖
有
リ
ト
伽
藍

建
立
之
叡
願
、
恐
玉
イ
神
國
ノ
遺
法
ヲ
勅
使
ト
〆
行
基
菩
薩
ヲ

伺
玉
フ
太
神
宮
ノ
神
勅
ヲ
、
神
告
テ
ノ
曰
ク
、
實
相
真
如
ノ
日

輪
ハ
照
ス
生
死
長
夜
之
闇
ヲ
、
本
有
常
住
ノ
月
輪
ハ
拂
フ
無
明

煩
悩
之
雲
ヲ
、
是
ノ
文
ニ
テ
モ
佛
像
伽
藍
建
立
之
是
非
不
カ
分

明
故
ニ
、
天
平
十
四
年
十
一
月
ニ
仰
テ
右
大
臣
橘
ノ
諸
兄
公
ニ

令
メ
テ
参
籠
大
神
宮
ニ
祈
精（

請
）ス
之
ヲ
、
爰
ニ
件
ノ
勅
使
帰
参
ノ

後
同
月
ノ
十
五
日
ノ
夜
示
現
シ
給
、
皇
帝
ノ
御
前
ニ
玉
廿
座
而

放
テ
金
光
ヲ
宣
ハ
ク
、
當
朝
神
國
尤
可
シ
奉
欽
仰
シ
神
明
ヲ
給

フ
、
而
ル
ニ
日
輪
者
大
日
如
来
也
、
本
地
毘
盧
舎
那
佛
也
、
衆

生
者
悟
解
〆
此
ノ
理
ヲ
當
ニ
帰
依
佛
法
ニ
云
、
夢
覚
メ
給
テ
之

後
弥
堅
固
道
心
シ
給
イ
テ
、
始
テ
企
テ
件
ノ
御
願
寺
ヲ
給
フ
、

其
後
経
テ
七
十
年
ヲ
弘
法
大
師
皈
朝
之
後
真
言
密
教
初
テ
流
ワ

ル
于
本
朝
ニ
、
當
ニ
知
、
去
天
平
ニ
示
現
シ
給
矣
、
胎
金
両
部

ノ
大
日
毘
盧
舎
那
佛
ハ
一
切
諸
佛
菩
薩
之
惣
躰
也
、
舎
那
ノ
生

身
ハ
者
吾
カ
國
ノ
之
本
主
日
月
両
神
ノ
尊
形
已
ニ
明
鏡
ナ
ル
者

乎
、
弘
法
大
師
ノ
啓
白
ノ
文
ニ
云
ク
、
尊
神
下
シ
テ
内
宮
外
宮

ヲ
以
テ
鎮
ニ
護
ル
日
域
ヲ
、
示
〆
金
界
胎
界
ヲ
以
テ
正
ク
開
ク

月
殿
ヲ
、
思
ス
心
域
本
位
之
聖
衆
ヲ
者
則
當
宮
所
属
之
眷
神
也
、

故
ニ
立
テ
本
跡
之
二
門
ヲ
随
テ
宮
社
之
縁
起
ニ
以
テ
相
応
之
諸

尊
ヲ
称
ス
本
地
垂
迹
之
差
別
ヲ
、
肆
ニ
當
社
明
神
者
顕
ハ
ス
其

本
地
ヲ
時
者
則
十
一
面
観
自
在
菩
薩
也
、
此
尊
者
悲
願
超
ヘ
諸

尊
ニ
利
益
勝
タ
リ
餘
聖
ニ
、
夫
普
門
慈
眼
之
月
者
開
心
内
清
浄

之
心
蓮
ヲ
、
垂
跡
和
光
之
光
ハ
拂
心
外
清
浄
之
災
禍
ヲ
、
神
慮

者
依
テ
信
心
ニ
効
験
益
新
タ
也
、
譬
ハ
如
応
ス
ル
カ
響
之
声
ニ

也
、
善
男
善
女
長
幼
卑
尊
緇
素
老
羸
庸
ソ
不
ラ
ン
ヤ
、
恭
敬
而

賽
祀
之
ヲ
哉
、
祭
ル
コ
ト
如
ク
セ
ヨ
神
在
ス
カ
、
非
礼
不
浄
ナ

ル
コ
ト
ハ
則
若
シ
不
カ
祭
、
郤
テ
被
ル
厥
ノ
罸
ヲ
也
、
越
ニ
宮
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川
山
慈
眼
寺
嘗
ヨ
リ
鎮
護
〆
大
明
神
ヲ
而
行
フ
護
社
之
秘
法
ヲ
、

以
テ
祈
リ
一
天
之
太
平
ヲ
、
滴
テ
宮
川
ニ
、
洗
イ
群
類
之
心
穢

ヲ
、
誦
テ
真
言
ヲ
、
以
テ
備
フ
神
慮
之
法
味
ニ
、
皆
是
レ
三
業

清
浄
之
妙
行
也
、
故
ニ
宝
前
作
法
次
第
記
ニ
曰
、
進
退
者
陰
陽

動
静
之
消
息
也
易
ニ
云
陽
者
進

也
陰
者
退
也

、
以
観
之
、
以
テ
念
之
、
以
テ
想
之
、

是
レ
陰
魂
静
慮
之
精
氣
意
業
清
浄
之
密
法
也
、
以
テ
讀
之
ヲ
、

以
テ
誦
之
、
皆
是
陽
魂
發
動
之
化
徳
口
業
清
浄
之
密
法
也
、
以

テ
拝
シ
之
ヲ
、
以
テ
供
シ
之
ヲ
、
以
テ
印
ス
之
ヲ
、
皆
是
レ
天

地
運
行
之
表
相
身
業
清
浄
之
密
法
也
以
上
記

、
夫
當
社
者
尋
レ
ハ

其
根
元
ヲ
其
功
冠
タ
リ
八
千
八
社
ニ
、
具
ニ
者
如
シ
日
本
記
神

代
下巻
、
當
國
大
社
十
二
處
之
内
ニ
ハ
者
當
レ
リ
第
八
ニ
、
往
昔

ハ
者
四
方
鳥
井
而
護
ス
宮
殿
ヲ
、
及
ト
神
領
一
庄
ニ
云
和
名
類
聚
上

ニ
出
タ
リ

、

今
所
以
ソ
荒
亡
タ
ル
者
度
々
ノ
兵
乱
ニ
没
倒
シ
宮
領
社
殿
ヲ
、

神
主
巫
祝
之
族
皆
敗
績
シ
テ
矣
、
至
リ
元
和
ノ
始
ニ
當
寺
之
中

興
有
リ
云
法
印
實
秀
ト
人
、
宮
社
之
領
田
十
石
之
所
慶
安
元
戊子

歳　

征
夷
大
将
軍
源
ノ
家
光
公
之
頂
戴　

御
朱
印
、
其
後
貞
享

三
比
同
征
夷
大
将
軍
源
綱
吉
公
之
御
手
印
右
両
通
頂
戴
シ
以
テ

配
ツ
季
代
祭
祀
之
料
供
ニ
、
誠
ニ
比
レ
ハ
往
古
之
宮
領
ニ
者
不

ト
及
千
カ
一
ニ
モ
云
爾

　
　
　

宮
題
二
首

　

威
光
秋
格
似
消
長

　

宮
殿
年
高
于
興
亡

　

老
樹
深
沈
難
断
感

　

焄
蒿
悽
愴
若
分
章

　

供
粢
盛
以
質
餘
殃

　

乗
至
誠
而
告
吉
祥

　

不
測
神
明
旗
不
顕

　

無
邉
風
月
鏁
无
疆

　
　
　
　
　

宮
華
林
鳥

　
　
　

宮
状
空
ク
存
シ
〆
人
荒
ム

　

宮
司
説
ク
建
葉
槌
分
般

宮
地
ニ
経
過
哀
往
事
ヲ
命
ト
處
燕
ス
ル
ニ

宮
基
神
代
委
シ
来
由
列
流
龝
ヲ
カ

　
　

宮
迹
曽
テ
遷
ス
上
野
横
幾
ク

　
　
　
　

宮
蒙
何
レ
ノ
代
ニ
カ
物
ノ
度
ル

　
　
　
　
　
　

宮
月
松
風

　

史
料
一
は
、
記
紀
に
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
道
説
を
展
開
す
る

が
、
最
終
的
に
真
言
宗
の
立
場
か
ら
の
仏
家
神
道
を
主
張
し
て
い
る
。

本
文
中
に
み
え
る
よ
う
に
、
倭
文
神
社
の
別
当
寺
で
あ
る
宮
川
山
慈

眼
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
、
仏
教
色
が

濃
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
執
筆
者
は
、
中
興
開
山
の
實
秀
よ
り
も
以

後
の
人
物
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
が
、
具
体
的
な
人
物
名
を
特
定
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
。
成
立
時
期
と
し
て
は
、
享
保
十
二
年
（
一
七
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二
七
）
の
社
殿
再
建
時
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
決
定
的
な
証
拠

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

史
料
一
は
、
漢
文
で
は
あ
る
が
、
送
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
お
り
、

読
み
や
す
い
。
翻
刻
に
際
し
て
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
の
で
省
い

た
が
、
レ
点
・
一
二
点
・
上
下
点
が
み
ら
れ
る
。
訓
読
を
施
し
た
読

者
が
い
た
こ
と
を
示
し
、
何
ら
か
の
機
会
に
読
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
通
常
、
巻
物
の
縁
起
は
、
読
ま
れ
る
機
会
が
少
な
い
と
さ
れ

る
が
、
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
披
見
す
る
者
が
い
た
こ
と
に
注
目

し
た
い
。

　

史
料
一
は
、
倭
文
神
社
に
関
し
て
は
、
倭
文
神
の
本
地
が
十
一
面

観
音
で
、
真
言
宗
の
儀
軌
に
則
っ
て
祀
っ
て
い
る
こ
と
、
中
世
に
荒

廃
し
た
が
、
近
世
に
は
朱
印
地
を
得
て
い
る
こ
と
な
ど
、
僅
か
な
内

容
を
述
べ
る
に
留
ま
る
。
縁
起
の
大
部
分
は
、
倭
文
神
社
に
直
接
関

わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
古
典
の
知
識
に
も
と
づ
い
た
神
道
説
の
開
陳

で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
一
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
神
仏
習
合
が
進

み
、
倭
文
神
社
が
仏
教
的
な
世
界
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

状
況
で
あ
る
。
鎮
守
と
は
い
え
、
別
当
寺
の
僧
侶
が
祭
祀
を
担
当
し
、

神
仏
習
合
的
な
世
界
の
な
か
で
神
が
生
き
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
縁

起
は
示
し
て
余
り
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
縁
起
の
理
解
は
、

あ
く
ま
で
も
別
当
寺
の
僧
侶
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
村
人
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

つ
い
で
、
近
代
の
縁
起
を
、
製
作
時
期
の
古
い
も
の
か
ら
順
に
紹

介
し
よ
う
。

史
料
二　

倭
文
大
神
略
縁
起
（
板
本
、
倭
文
神
社
蔵
）

（
表
紙
）

　
「　

延
喜
式
内
上
野
國
十
二
座
之
内
那
波
郡　
　
　

　
　

上
之
宮
村

　

倭
文
大
神
略
縁
起

　
　

附
機
神
乃
幸
袁
乞
祈
祝
詞
及

　
　

悪
星
神
袁
却
留
詞　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　

倭
シ
ド
リ
ノ
オ
オ
カ
ミ
オ
ホ
ヨ
ソ
ノ
ユ
エ
ヨ
シ

文
大
神
略
縁
起

掛カ
ケ

ま
く
も
綾ア
ヤ

に
か
し
こ
き
倭
文
大ノ
オ
ホ

神カ
ミ

、
御ミ

名ナ

は
天
ア
メ
ノ

羽ハ

槌ツ
チ

雄ヲ
ノ

命ミ
コ
ト、

亦マ
タ
ノ

名ミ
ナ

ハ
天
ノ
羽ハ

雷ヅ
チ
ノ

命
、
亦
ノ
名
は
健タ
ケ

羽ハ

雷ヅ
チ
ノ

命
、
亦
名
ハ
綺
カ
ム
ハ
タ

日ヒ

安ヤ
ス
ノ

命
と
申
て
、
天ア
マ

照テ
ラ
ス

大オ
ホ

神カ
ミ

天ア
メ
ノ

石イ
ハ

屋ヤ

戸ド

に
さ
し
こ
も
り
坐マ
シ

し
時ト
キ

に
、
此コ
ノ

大オ
ホ

神カ
ミ

の
親
ミ
オ
ヤ

神ガ
ミ

天ア
メ
ノ

日ヒ

鷲ワ
シ
ノ

命
は
白シ
ラ

和ニ
ギ

幣テ

を
作ツ
ク

り
、
兄ア
ニ

神カ
ミ

長ナ
ガ

白シ
ラ

羽ハ
ノ

命
ハ
青ア
オ

和ニ
ギ
テ幣
を
作ツ
ク

り
、
御ミ
オ
ホ
ヂ
ノ

祖
父
神
の
御ミ

子コ

神ガ
ミ

天ア
メ
ノ

八ヤ

千チ

々ゞ
姫ヒ
メ
ノ

命
ハ
神カ
ム

衣ミ
ソ

を
織オ

り
、
此
ノ
大
神
は
初ハ
ジ
メ
て
倭シ
ド

文リ

を
織オ
リ

て

幣ミ
テ
グ
ラ帛
と
し
て　

天
照
大
神
を
天
ア
メ
ノ

石イ
ハ

屋ヤ

戸ド

よ
り
招ヲ
キ

出イ
ダ

し
奉マ
ツ

れ
り
、

如カ

是ク

萬
の
服ハ
タ

、
咸ミ
ナ

此
ノ
大
神
の
御ミ

親ウ
カ
ラ族
の
神
た
ち
の
は
じ
め
給

へ
る
に
ぞ
あ
り
け
る
、
そ
の
中
に
も
此
大
神
の
始ハ

ジ

め
た
ま
へ
る

倭
文
ハ
綾ア

ヤ

錦ニ
シ
キを
は
じ
め
萬
ヨ
ロ
ヅ
ノ

綅シ
マ

布ヌ
ノ

の
は
じ
め
に
し
て
、
他ホ
カ

の
は

た
の
類タ

グ
ヒよ
り
も
世ヨ
ノ

人ヒ
ト

の
殊コ
ト

に
多オ
ホ

く
用
る
物
な
れ
ば
、
綾
錦
ハ
更サ
ラ

に
も
云
は
づ
萬
ヨ
ロ
ヅ
ノ

綅シ
マ

布ヌ
ノ

の
類
を
織オ

り
な
さ
む
に
は
こ
と
さ
ら
に

此
ノ
大
神
に
乞コ

ヒ

祈ノ
ミ

て
、
其ソ
ノ

恩ミ
タ
マ

頼ノ
フ
ユを
蒙カ
ゝ
フ
り
な
ば
必
し
も
意
オ
モ
ヒ

外ノ
ホ
カに
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奇ク
シ
ク

妙タ
ヘ

な
る
も
の
ゝ
出イ
デ

き
な
む
こ
と
疑ク
ツ

な
か
る
べ
し
、
さ
て
此

ノ
大
神
は
服ハ

タ

物
の
道
の
み
な
ら
ず　

天ア
マ

津ツ

神カ
ミ

天ア
マ

津ツ

御ミ

量ハ
カ
リ

以モ
チ

て

事コ
ト

問ド
ヒ

し
、
磐イ
ハ

根ネ

樹コ

立ダ

ち
草
の
可カ

岐キ

葉ハ

を
も
言コ
ト

止ヤ
メ

て 

皇ス
ベ

御ミ

孫マ

之ノ

命ミ
コ
トを
天ア
マ

降ク
タ

し
給
は
さ
と
し
た
ま
ふ
時
に
、
天
に
星
ホ
シ
ノ

神カ
ミ

天ア
マ

津ツ

甕ミ
カ

星ボ
シ

、

亦マ
タ
ノ

名ナ

ハ
香カ

々ゞ
背セ

男ヲ

と
い
ふ
悪
ア
ラ
ブ
ル

神カ
ミ

あ
り
し
を
、
此
大
神　

天ア
マ

津ツ

神カ
ミ

の
詔
ミ
コ
ト
ノ
リを
奉
ウ
ケ
タ
マ
ハり
て
其ソ

を
服マ
ツ
ロ
ハ
し
め
て
、　

皇
御
孫
之
命
を
安ヤ
ス

ら
け
く
此
國
へ
天ア
マ

降ク
ダ

り
ま
さ
し
め
た
れ
ば
、
悪ア

し
き
星
ホ
シ
ノ

神カ
ミ

等ド
モ

の

禍マ
ガ

ご
と
な
す
べ
か
ら
む
時
ハ
此
ノ
大
神
に
乞コ
ヒ

祈ノ
ミ

て
そ
の
禍マ
ガ

ご
と

を
免マ

ヌ

か
る
べ
き
こ
と
そ
か
し
、
斯カ
ゝ

る
功ミ
イ

績サ
ヲ

の
あ
り
し
大
神
ゆ
ゑ

に
御ミ

ヨ々

代ミ

ヨ々

の　

天
皇
も
御ミ

崇ウ
ヤ

敬マ
ヒ

あ
ら
せ
ら
れ
、
三
代
實
録
に

　

清
和
天
皇
の
貞
観
元
年
八ハ

月ヅ
キ

十
ナ
ヌ
カ
マ
リ
ナ
ヌ
カ
ノ
ヒ
ニ

七

日
従ヒ
ロ
キ

六ム
ツ
ノ

位
ク
ラ
ヰ
ノ

上

な
り
し
此
ノ
大
神
を
官

オ
ホ
ヤ
ケ
ノ
ミ
ヤ
シ
ロ

社
の
例ツ
ラ

に
入
れ
た
ま
ひ
、
同
廿ハ
ツ
カ日

に
従イ

ツ

五ノ

位ク
ラ
ヰ

下
を
贈オ
ク

ら
せ
た
ま
ひ
、　

醍
醐
天
皇
の
延
長
五
年
に

延
喜
式
を
撰エ

ラ

ま
せ
た
ま
へ
る
時
も
、　

皇
國
中
三
千
一
百
三
十

二
座
の
う
ち
上
野
國
十
二
座
の
そ
の
一
に
例ツ

ラ
ネた
ま
ひ
し
御
社
に

し
て
、
い
に
し
へ
は
御ミ

社ヤ
シ
ロ

地
も
大
け
く
ま
し
〳
〵
と
見
ゑ
て

今
に
華ト

リ

表ヰ

の
趾ア
ト

四ヨ

方モ

に
残ノ
コ

れ
り
、
旧
モ
ト
ノ
イ
ク
サ
ツ
カ
サ

幕
府
の
御
時
も
な
ほ
御ミ

祭マ
ツ
リ
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ル
ベ
キ
タ
メ

料

に
田
十
石
の
と
こ
ろ
を
附ツ
ケ

置
か
せ
ら
れ
た
る
な

り
　
　
　

御
祭
日

　

田
遊
祭　
　

正
月
十
四
日
十
五
日

　

�　

抑
此
田
遊
祭
ト
申
ハ
、
田
タ
ナ
ツ

物モ
ノ

ヲ
始
山
野
ニ
生
ル
物
、
海
原

ニ
生
ル
物
ニ
至
マ
デ
神
前
ヘ
備
奉
リ
、
其
年
ノ
田
ツ
物
ノ
豊

饒
ヲ
乞コ

イ

祈ノ
ミ

、
村
内
ノ
者
咸ミ
ナ

礼
拝
畢
テ
、
ヨ
ク
順
次
ヲ
正
シ
、

直ナ
ホ

会ラ
ヒ

ノ
宴ウ
タ
ゲヲ
ナ
シ
テ
賀ホ
キ

言コ
ト

ヲ
申
シ
ノ
ベ
、
サ
テ
村
中
家
々
ノ

コ
リ
ナ
ク
賀
言
ヲ
申
シ
ツ
ゝ
ウ
タ
ヒ
ツ
舞
ツ
廻
リ
テ
昼
夜
ヨ

ロ
コ
ヒ
遊
ブ
ヲ
以
テ
祭
ト
セ
リ

服
織
初
祭　

四
月
十
六
日

　

�

此
祭
ハ
服
ヲ
織
ナ
サ
ン
巧
ヲ
乞コ
イ

祈ノ
ム

祭
也
、
神
祇
令
ニ
孟
夏
神カ
ム

衣ミ
ソ

祭
義
解
ニ
謂
伊
勢
大
神
宮
ヲ
也
ト
見
エ
タ
レ
バ
、
コ
レ
モ

神
世
ヨ
リ
ノ
遺
風
ナ
ル
ベ
シ

秋
祭　
　
　

九
月
廿
九
日

　

�

此
祭
ハ
今
年
ノ
新
穀
ヲ
献
ル
祭
ナ
リ
、
大
神
宮
式
ニ
九
月
新

嘗
祭
ト
見
エ
タ
レ
バ
、
此
祭
モ
神カ

ム

嘗ナ
ヘ

祭
ニ
擬ナ
ゾ
ラヘ
タ
ル
ナ
リ
ケ

ン　
（
以
下
、「
附
」
省
略
）

　

史
料
二
は
、
明
治
時
代
前
期
に
配
布
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
六

丁
か
ら
な
る
板
本
で
あ
る
。
版
木
は
、
現
在
も
倭
文
神
社
に
保
管
さ

れ
て
お
り
、
倭
文
神
社
で
摺
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
版
木
の
製

作
時
期
は
明
治
時
代
前
期
に
遡
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
摺
ら
れ
た

時
期
を
絞
り
込
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
明
治
時
代
前
期
で
あ
る
こ

と
は
、
本
文
中
の
「
旧
幕
府
」
な
ど
の
表
現
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る

が
、
具
体
的
な
年
次
を
絞
り
込
む
手
が
か
り
に
乏
し
い
。

　

史
料
二
は
、
読
み
や
す
い
散
文
で
、
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
表
記
が
多

く
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
多
く
の
漢
字
に
は
、
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い



52明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 53 号〕平成 28 年 11 月

て
、
漢
字
が
わ
か
ら
な
く
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ル
ビ
は
、
古
典
な
い
し
は
神
道
用
語
と
い

う
べ
き
読
み
を
し
て
お
り
、
神
道
の
知
識
が
あ
る
者
に
よ
っ
て
付
さ

れ
た
と
み
て
よ
い
。
史
料
二
の
広
範
な
配
布
に
よ
っ
て
、
神
道
思
想

を
一
般
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

意
識
的
な
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。

　

内
容
は
、
祭
神
に
つ
い
て
記
紀
神
話
に
依
拠
し
て
述
べ
る
が
、
ま

ず
機
神
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
つ
い
で
悪
星
を
駆
除
す
る
力
を
も

つ
こ
と
に
説
き
及
ぶ
。
今
回
は
翻
刻
し
な
か
っ
た
が
、
末
尾
に
「
機

神
乃
幸
袁
乞
祈
祝
詞
」
と
「
悪
星
神
袁
却
留
詞
」
を
付
し
て
お
り
、

実
際
に
そ
れ
ら
の
信
仰
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
い
で
、
平
安
時
代
の
神
階
授
与
に
触
れ
、
上
野
国
十
二
社
の
一
社

で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
最
後
に
、
江
戸
時
代
の
寺
社
領
に
つ
い
て
述

べ
る
が
、
朱
印
地
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い
。
将
軍
の
権
威
を

示
す
朱
印
地
に
つ
い
て
、
新
政
府
に
配
慮
し
て
、
あ
え
て
触
れ
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。「
旧
幕
府
」
と
い
う
表
現
も
、
幕
府
を
否

定
し
、
皇
国
を
強
調
す
る
姿
勢
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　

末
尾
に
、
祭
日
と
し
て
田
遊
祭
・
服
織
初
祭
・
秋
祭
の
概
要
が
記

さ
れ
て
お
り
、
参
詣
者
の
参
考
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
読
者
の
祭

礼
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、
銅
版
刷
の
社
頭
風
景
を
描
い
た
も
の
で
、

い
か
に
も
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
。

史
料
三　

郷
社
倭
文
神
社
之
景
（
銅
版
刷
、
須
田
正
敏
氏
蔵
）

（
表
題
）

　
「
群
馬
県
上
野
國
佐
波
郡
宮
郷
村
字
東
上
ノ
宮

　
　
　
　
　
　
　
　

鎮　

座

　
　

郷
社
倭
文
神
社
之
景　
　
　
　
　
　
　

」

祭
神　

天
羽
槌
雄
命

當
社
ノ
創
立
年
月
詳
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
、
延
喜
式
ニ
上
野
國
佐

波
郡
倭
文
神
社
、
上
野
國
神
名
帳
ニ
従
一
位
倭
文
大
明
神
ト
ア

リ
、
又
桓
武
天
皇
延
暦
十
五
年
癸
酉
八
月
十
六
日
那
波
郡
倭
文

神
社
詔
シ
テ
為
官
社
、
又
延
喜
式
ニ
東
山
道
神
三
百
四
十
座
并

祈
年
國
幣
ニ
預
ル
云
々
、
建
久
四
年
那
波
掃
部
助
政
廣
當
郡
ノ

領
主
ト
ナ
リ
、
天
正
十
八
年
十
月
マ
デ
ノ
久
キ
間
其
任
ニ
ア
リ

キ
、
此
間
神
領
二
一
庄
ヲ
賜
ハ
レ
リ
、
因
テ
其
地
ヲ
倭
文
庄
ト

称
セ
リ
、
応
仁
以
降
國
家
大
ヒ
ニ
乱
レ
テ
干
戈
止
ム
ト
キ
ナ
ク
、

終
ニ
兵
燹
ノ
為
メ
ニ
宮
殿
湮
滅
セ
リ
、
是
ヨ
リ
人
心
頗
ル
敬
神

ノ
念
ヲ
断
チ
、
田
園
ハ
悉
ク
荒
蕪
ノ
野
ト
ナ
リ
、
神
官
等
皆
離

散
セ
リ
、
降
テ
元
和
年
間
ニ
至
リ
、
新
義
真
言
宗
慈
眼
寺
實
秀

別
當
ト
ナ
リ
、
慶
安
元
年
戊
子
年
九
月
斎
田
拾
石
ヲ
賜
ハ
レ
リ
、

後
享
保
十
二
年
八
月
社
殿
ヲ
再
興
シ
、
大
ニ
隆
盛
ヲ
極
メ
ヌ
、

然
ル
ニ
慶
応
二
年
十
二
月
九
日
再
ビ
火
災
ニ
罹
リ
殿
宇
悉
ク
焼

亡
セ
リ
、
仝
三
年
四
月
仮
宮
ヲ
建
設
セ
シ
ガ
、
更
ニ
明
治
十
七

年
十
月
廿
日
社
殿
ヲ
建
築
シ
壮
麗
旧
ニ
復
ス
、
明
治
五
年
七
月
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八
日
郷
社
ニ
列
セ
ラ
ル　

動
な
き
岩
根
に
立
し
柱
こ
そ
萬
代
や

経
め
上
の
宮
殿

　

神
宝

一
霊
石　

一
個

一
神
鏡　

三
面

一
勾
玉　

二
聯

明
治
三
十
四
年
九
月
刻
成

　

史
料
三
は
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
九
月
に
版
行
さ
れ
た

も
の
で
、
銅
版
画
に
よ
る
社
頭
風
景
を
配
し
た
一
枚
物
の
縁
起
は
、

当
時
全
国
的
に
流
行
し
た
。
倭
文
神
社
の
場
合
も
、
外
部
か
ら
の
働

き
か
け
に
応
じ
て
製
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
執
筆
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
社

掌
で
あ
っ
た
須
田
新
八
が
関
わ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
倭
文
神

社
側
で
原
稿
を
用
意
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

文
章
は
、
平
易
な
散
文
で
、
送
り
仮
名
な
ど
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
で

あ
る
。
明
治
時
代
ら
し
い
文
語
体
で
、
簡
潔
に
記
さ
れ
、
歯
切
れ
が

よ
い
。

　

内
容
は
、
祭
神
を
明
記
し
た
後
、
延
喜
式
に
登
載
さ
れ
て
以
来
の

歴
史
を
要
領
よ
く
述
べ
る
。
年
月
を
あ
き
ら
か
に
し
、
事
実
を
主
体

と
し
た
記
述
で
あ
る
点
、
客
観
的
な
印
象
を
強
く
与
え
る
。
江
戸
時

代
に
関
す
る
歴
史
叙
述
は
、
古
文
書
な
ど
の
史
料
に
も
と
づ
い
て
な

さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
史
料
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
末
尾
に
、

神
宝
を
掲
げ
て
い
る
の
は
、
由
緒
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

三
、
鎮
守
の
縁
起
の
変
化

　

三
点
の
縁
起
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
き
ら
か
に

な
る
が
、
も
っ
と
も
顕
著
な
の
は
近
世
と
近
代
に
お
け
る
縁
起
の
差

違
で
あ
る
。

　

近
世
の
縁
起
で
あ
る
史
料
一
は
、
別
当
寺
の
慈
眼
寺
の
僧
侶
に

よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
濃
厚
な
仏
教
色
が
み
ら
れ
る
。

図　史料三　郷社倭文神社之景
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縁
起
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
道
説
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
吉
田

神
道
を
肯
定
す
る
よ
う
な
主
張
も
み
ら
れ
る
。
結
論
的
に
は
、
大
日

如
来
を
中
心
と
す
る
曼
荼
羅
世
界
の
な
か
に
、
倭
文
神
社
の
神
は
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
説
い
て
い
る
。

　

明
治
時
代
前
期
の
縁
起
で
あ
る
史
料
二
は
、
機
神
に
つ
い
て
の
記

述
の
ほ
か
、
悪
星
を
駆
除
す
る
力
を
も
つ
こ
と
を
説
く
。
そ
の
言
説

に
対
応
し
て
、
今
回
は
紙
数
の
関
係
で
省
略
し
た
が
、
末
尾
に
「
機

神
乃
幸
袁
乞
祈
祝
詞
」
と
「
悪
星
神
袁
却
留
詞
」
を
付
し
て
い
る
。

仏
教
色
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
、
古
典
あ
る
い
は
神
道
に
も
と
づ
く
言

葉
が
多
用
さ
れ
、
い
か
に
も
神
道
的
な
装
い
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
縁
起
の
内
容
は
、
記
紀
神
話
に
基
づ
く
部
分
だ
け
で
な
く
、

歴
史
的
な
記
述
も
み
ら
れ
る
。

　

明
治
三
十
四
年
九
月
刊
の
史
料
三
は
、
銅
版
画
に
よ
る
社
頭
風
景

を
配
し
た
一
枚
物
の
縁
起
で
、
こ
れ
ま
で
の
縁
起
と
は
異
な
っ
た
ス

タ
イ
ル
を
採
用
し
て
い
る
。
縁
起
は
、
ご
く
簡
単
な
も
の
で
、
む
し

ろ
銅
版
画
の
風
景
に
副
え
ら
れ
た
感
じ
で
あ
る
。
内
容
は
、
歴
史
を

要
領
よ
く
整
理
し
て
述
べ
て
お
り
、
神
話
的
な
表
現
は
少
な
く
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
を
整
理
す
れ
ば
、
第
一
に
、
近
世
に
は
仏
教
的

な
言
説
が
全
体
を
覆
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
代
に
は
神
道
的
な

表
現
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
、
神
仏
分
離
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
近
世
的
な
縁
起
世
界
が

否
定
さ
れ
た
う
え
で
、
あ
ら
た
に
近
代
的
な
縁
起
が
書
か
れ
た
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。

　

第
二
に
、
近
世
の
縁
起
は
神
話
的
な
要
素
を
た
ぶ
ん
に
も
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
近
代
の
そ
れ
は
歴
史
的
な
記
述
を
主
体
と
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
史
料
一
の
も
つ
神
話
的
な
要
素
は
、
史
料

二
に
は
や
や
残
さ
れ
て
い
る
が
、
史
料
三
に
は
ま
っ
た
く
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
相
違
点
を
、
神
話
か
ら
歴
史
へ
と
ま
と
め

る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
ろ
う
が
、
現
象
的
に
は
そ
う
し
た
動
向
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
に
、
具
体
的
な
氏
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
執
筆
者
の
性
格
が

異
な
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
史
料
一
は
別
当
寺
の

僧
侶
、
史
料
二
・
三
は
倭
文
神
社
の
神
官
で
あ
る
と
み
ら
れ
、
僧
侶

か
ら
神
職
へ
と
い
う
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
史
料

一
の
仏
教
的
色
彩
の
濃
さ
は
、
執
筆
者
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と

と
い
え
よ
う
。
当
然
、
史
料
二
・
三
に
つ
い
て
も
、
神
職
を
介
在
さ

せ
る
こ
と
で
、
内
容
的
な
特
色
が
理
解
し
易
く
な
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
倭
文
神
社
の
神
仏
分
離
に
つ
い
て
、
断
片

的
な
史
料
が
残
る
の
み
で
あ
る
が
、
別
当
寺
と
神
職
の
動
向
を
中
心

に
簡
単
に
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

　

明
治
元
年
、
慈
眼
寺
住
職
祐
晃
は
、
神
仏
分
離
の
た
め
に
別
当
を

離
れ
、
復
飾
し
て
真
下
宮
内
と
名
乗
り
、
赤
城
大
明
神
の
神
官
に
入
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門
し
て
五
年
間
修
行
し
、
神
職
と
し
て
倭
文
神
社
に
奉
仕
し
た
い
と

岩
鼻
県
社
寺
役
所
に
願
い
出
た（

（
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
の
真
下
宮
内
の

動
向
は
定
か
で
な
く
、
結
局
倭
文
神
社
に
奉
職
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
祐
晃
の
後
に
慈
眼
寺
住
職
と
な
っ
た
新
田
元
如
は
、

勢
多
郡
駒
形
新
田
村
（
群
馬
県
前
橋
市
駒
形
町
）
の
真
楽
寺
へ
転
住
し

た
が
、
後
住
が
赴
任
す
る
ま
で
無
住
と
な
っ
た
慈
眼
寺
の
住
職
を
兼

務
し
た
い
と
、
明
治
六
年
七
月
に
熊
谷
県
に
願
い
出
た（

（
（

。
そ
の
結
果
、

七
月
二
十
二
日
に
、
熊
谷
県
は
兼
務
を
許
可
し
、
慈
眼
寺
は
廃
寺
を

免
れ
た
。
そ
の
後
、
慈
眼
寺
は
、
明
治
四
十
一
年
に
倭
文
神
社
に
隣

接
す
る
字
本
郷
か
ら
や
や
遠
い
字
明
神
東
に
移
転
し
た
。
戦
前
ま
で

住
職
が
い
た
が
、
戦
後
無
住
と
な
り
、
現
在
は
伊
勢
崎
市
連
取
元
町

の
宝
幢
院
が
兼
務
し
て
い
る
。

　

一
方
、
神
職
は
、
明
治
十
一
年
九
月
に
、
那
波
筑
波
を
倭
文
神
社

祠
官
に
任
命
し
て
欲
し
い
と
、
氏
子
総
代
が
群
馬
県
令
楫
取
素
彦
あ

て
願
書
を
提
出
し
て
い
る（

（
（

。
那
波
は
、
医
師
で
、
文
人
と
し
て
名
高

く
、
国
学
の
素
養
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
年
次
不
詳

で
は
あ
る
が
、
那
波
が
神
職
を
務
め
る
に
至
り
、
明
治
十
三
年
に
は

倭
文
神
社
社
殿
の
改
築
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
須
田
新
八
・

細
野
喜
久
・
根
岸
良
吉
と
続
く
が
、
詳
細
は
省
略
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
倭
文
神
社
の
神
仏
分
離
は
、
別
当
寺
が
破
却
さ
れ

る
こ
と
は
な
く
、
最
終
的
に
神
社
か
ら
隔
て
た
場
所
へ
移
転
す
る
こ

と
で
終
結
し
た
。
神
仏
分
離
時
の
住
職
は
復
飾
し
た
が
、
慈
眼
寺
は

別
の
僧
侶
に
引
継
が
れ
、
後
に
無
住
で
兼
務
と
な
っ
た
が
、
結
局
現

在
ま
で
法
灯
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
点
、
廃
仏
毀
釈
の
側
面

は
認
め
ら
れ
ず
、
正
確
に
は
神
仏
隔
離
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
縁
起
の
違
い
が
大
き
い
の
は
、
史
料
一
が
別

当
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
を
前
提
と
し
た
立
場
か
ら
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
史
料
二
・
三
が
神
職
に
よ
っ
て
神
仏
分

離
を
前
提
と
し
た
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
鎮
守
の
縁
起
に
は
、
執
筆
者
の
立
場
が
色
濃
く
反
映
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
、
か
な
ら
ず
し
も
地
域
社
会
の
状
況
を
投
影
し

て
い
な
い
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
一
は
と
も

か
く
、
史
料
二
・
三
は
地
域
の
信
者
へ
の
配
布
を
目
的
と
し
て
作
成

さ
れ
た
も
の
で
、
一
定
程
度
地
域
社
会
の
状
況
を
受
容
し
た
記
述
と

な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
、
史
料
一
と
史
料
二
・
三
の
間

に
は
、
そ
の
背
景
に
広
が
る
時
代
の
状
況
の
違
い
が
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。

　

で
は
、
史
料
一
の
世
界
は
、
な
ぜ
一
片
の
法
令
だ
け
で
、
い
と
も

容
易
く
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
は
、

史
料
一
の
な
か
で
、
僧
侶
で
あ
る
執
筆
者
が
得
意
げ
に
神
道
説
を
展

開
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
大
日
如
来
を
両
部
神
道
の
脈
絡
で
説
明
す

る
僧
侶
は
、
仏
教
の
本
来
的
な
意
図
を
超
え
て
、
日
本
的
な
神
道
の

土
壌
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
中

世
神
話
の
系
譜
を
引
く
と
み
ら
れ
る
独
自
な
縁
起
世
界
を
描
く
た
め
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に
、
彼
は
記
紀
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
を
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
神

道
書
を
紐
解
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
て
蓄
積
さ
れ
た
知
識
は
、

部
分
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
学
に
呼
応
す
る
意
識
を
醸
成
し
た
は

ず
で
あ
る
。
僧
侶
の
な
か
に
も
、
神
道
へ
の
共
鳴
が
生
ま
れ
、
国
学

的
な
姿
勢
を
採
用
す
る
者
が
い
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は

な
い
状
況
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
神
仏
分
離
令
後
、

逸
早
く
復
飾
し
た
祐
晃
を
み
れ
ば
、
別
当
寺
の
僧
侶
の
あ
り
方
が
わ

か
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
史
料
一
と
史
料
二
・
三
の
間
の
大
き
な
違
い
に
も
拘
わ

ら
ず
、
実
は
両
者
に
通
底
す
る
宗
教
観
が
広
く
蔓
延
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
表
面
的
な
断
絶
と
、
地
下
水
的
な
継
承
が
、
両
者
に
認
め
ら

れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
一
見
矛
盾
し
た
解
釈
の
よ
う
に
み
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
鎮
守
の
縁
起
の
背
景
に
あ
る
思
想
潮
流
を
、
断

絶
と
継
承
の
二
面
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
、
現
実
の
歴
史
過
程
を

理
解
す
る
こ
と
に
通
じ
る
と
み
た
い
。

　

最
後
に
、
史
料
二
と
史
料
三
の
違
い
に
言
及
し
、
稿
を
閉
じ
た
い
。

史
料
二
・
三
は
と
も
に
神
道
的
な
色
彩
に
覆
わ
れ
て
い
る
が
、
表
題

を
み
る
と
、
史
料
二
が
式
内
社
で
上
野
国
十
二
社
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
史
料
三
は
郷
社
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に

出
し
て
い
る
。
内
容
的
に
も
、
史
料
二
が
「
醍
醐
天
皇
の
延
長
五
年

に
延
喜
式
を
撰
ま
せ
た
ま
へ
る
時
も
、
皇
國
中
三
千
一
百
三
十
二
座

の
う
ち
上
野
國
十
二
座
の
そ
の
一
に
例
た
ま
ひ
し
御
社
」
と
述
べ
る

の
に
対
し
て
、
史
料
三
は
「
明
治
五
年
七
月
八
日
郷
社
ニ
列
セ
ラ

ル
」
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
表
題
は
内
容
と
呼
応
し
て
い
る
。
史
料

二
は
社
格
制
度
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
史
料
三
は
厳
格
な
社
格
制
度
を
前
提
に
由
緒
を

語
っ
て
お
り
、
両
者
の
歴
史
的
な
段
階
の
差
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

史
料
三
は
、
式
内
社
で
あ
る
こ
と
は
語
る
が
、
上
野
国
十
二
社
で
あ

る
こ
と
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
史
料
二
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
姿

勢
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
要
因
は
定
か
で
な
い
が
、
社
格
を
重
視
す

る
史
料
三
の
性
格
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
史
料
三
が
近
代
の

地
域
社
会
の
あ
り
方
に
即
し
た
縁
起
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
鎮
守
の
縁
起
の
一
例
と
し
て
、
群
馬
県
伊
勢
崎
市
上

之
宮
町
に
鎮
座
す
る
倭
文
神
社
の
三
種
の
縁
起
を
取
り
上
げ
、
基
礎

的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
近
世
に
書
か
れ
た
縁
起
と
、
近
代
に
書
か
れ
た
縁
起

で
は
、
そ
の
内
容
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

近
世
の
も
の
は
仏
教
色
が
濃
厚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
近
代
の
も
の

は
神
道
一
色
で
あ
り
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
差
違
が
生
じ
た
原
因
が
、
神
仏
分
離
に
あ
る
こ
と
は
容

易
に
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
、
神
道
を
め
ぐ
る
制
度
や
環
境
が
縁
起

の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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し
か
し
、
一
見
仏
教
色
に
覆
わ
れ
た
史
料
一
も
、
両
部
神
道
な
ど

の
神
道
説
を
駆
使
し
て
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
意
外
に
も
神
道
へ
の
深

い
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
史
料
一
の
性
格
が
、
神

仏
分
離
政
策
が
容
易
に
実
現
し
た
背
景
に
あ
る
と
み
た
が
、
十
分
に

実
証
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
地
域
社
会
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
縁
起
の

翻
刻
に
思
わ
ぬ
紙
数
を
費
や
し
、
実
証
面
で
は
十
分
な
成
果
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

鎮
守
の
縁
起
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
史
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い

る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
管
見
の
限
り
で
は
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
思
う
。
鎮
守
の
実
像
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
各
地
の
事
例

を
掘
り
起
こ
し
、
よ
り
総
合
的
な
視
点
で
検
討
す
る
作
業
が
蓄
積
さ

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

　
註（1

）　
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
八
月
十
七
日
条
、
同
月
二
十
日
条
。

（
2
）　
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」『
群
馬
県
史
』
資
料
編
四
（
原
始
古
代
四　

文
献
）
群
馬
県　

一
九
八
五
年
。

（
3
）　

伊
勢
崎
市
『
上
之
宮
町
の
民
俗
』（
伊
勢
崎
市
史
民
俗
調
査
報
告

書
第
四
集
）
伊
勢
崎
市　

一
九
八
五
年
。
以
下
、
倭
文
神
社
の
歴

史
の
概
要
は
、
同
書
に
よ
る
。

（
4
）　

伊
勢
崎
市
『
伊
勢
崎
市
の
社
寺
建
築
』（
伊
勢
崎
市
史
建
造
物
調

査
報
告
書
第
二
集
）
伊
勢
崎
市　

一
九
八
三
年
。

（
5
）　

以
下
の
記
述
は
、
時
枝
の
調
査
記
録
を
も
と
に
、
註
（
3
）
文
献

を
参
照
し
た
。

（
6
）　

束
田
利
政
家
文
書
二
一
。

（
7
）　
「
二
二
八　

明
治
六
年
七
月　

慈
眼
寺
住
職
兼
務
願
」『
伊
勢
崎
市

史
』
資
料
編
（
近
現
代
一
）
伊
勢
崎
市　

一
九
八
七
年
。

（
8
）　
「
二
四
三　

明
治
十
一
年
九
月　

倭
文
神
社
祠
官
願
書
」『
伊
勢
崎

市
史
』
資
料
編
（
近
現
代
一
）
伊
勢
崎
市　

一
九
八
七
年
。

（
立
正
大
学
文
学
部
教
授
）


